
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  法人への贈与                       

Ｑ：法人へ個人の財産を贈与したら、法人

に贈与税がかかるのですか？                                

                                              

Ａ：贈与税はかからず、法人税がかかりま

す。 

【解説】 

個人から法人への贈与は、原則として、贈

与税はかからず、かわりに法人税が課せられ

ることになっています。ただし、一定の法人

については、個人とみなして贈与税が課せら

れることもあります。また、この場合には贈

与した個人について、譲渡所得税がかかる(譲

渡所得税の対象になる資産を贈与した場合)

ことがありますので注意が必要です。これら

をまとめると次のようになっています。 

 ①受贈者の課税 

 イ.一般法人…益金に算入されて法人税の課

税対象に 

 ロ.人格のない社団又は財団…個人とみなし

て贈与税の対象に 

 ハ.持分の定めのない法人…贈与により特定

の者の贈与税が不当に軽減されると認め

られる場合は、個人とみなして贈与税の対

象に 

 ②贈与者の課税 

 イ.個人から一般法人…みなし譲渡所得課税、

贈与により株価が上がる場合は株主に対

して贈与税課税 

 ロ.個人から人格のない社団又は財団…みな

し譲渡所得課税 

 ハ.個人から持分の定めのない法人…みなし

譲渡所得課税(一定の場合は非課税) 
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